
リスク管理の改善に向けて

事業リスク評価の精度向上等に資する今後の取組み＜案＞について

令和4年度第２回（第11回）大阪市大規模事業リスク管理会議
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議題２
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1. 検討の背景・課題・基本方針

2. リスクを把握・管理する基準

3. 事業リスク評価の精度向上に向けた取組み

4. 今後の進め方

（ただし、検討対象とする事業リスクについては、論点の絞込みの観点から、

建設事業費に関するリスクを対象とし、収入の減少に関するリスクは対象としない。）

リスク管理の継続的な改善に向けた

今後の取組み＜案＞について
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○課題解決にあたっての基本方針
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• 淀川左岸線（2期）や阪急連立の検証結果を基に、委員のご意見を踏まえ、改善案を整理

• 改善例の基準化・標準化を行い、水平展開することで、市全体のリスク管理の向上を図る

１．検討の背景・課題・基本方針

○大規模事業リスク管理会議における議論の経過と課題

・淀川左岸線(2期)や阪急連立等において、土壌汚染、地盤変状、地中障害物など、
当初想定していなかった『地質・地盤（地中）リスク』により大幅な事業費の増加

＜課題＞
●事前調査をより精緻に行うことで、事業費増加を把握できるのではないか

●リスクの想定漏れの解消など、事業リスク評価の精度向上が必要

（１）事業(リスク)毎に、リスクを把握・管理する基準(標準的な考え方)を整理

（２）事業リスク評価の精度向上に向けた取組みを整理

PDCAサイクルに基づく改善



２．リスクを把握・管理する基準 【全体像】

事業（リスク）毎に、
リスクを把握・管理
する基準（標準的な
考え方）を整理

事業リスク評価は
いつからすべきか

を整理
（どこで・何を）

［リスクを把握・管理する基準の整理］

①地質・地盤（地中）リスク（事前調査）に係る考え方

②用地取得リスクに係る考え方

③物価高騰リスクに係る考え方

④財源確保（国費等）リスクに係る考え方

［事業リスク評価の実施基準の整理］

⑤事業リスク評価に係る考え方

→事業着手前から
『建設事業評価』において
一定規模以上の事業について、リスク評価を実施
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具体的な取組み
＜項目案＞

ご意見等

・事業費の増加理由とし
て、「地質・地盤（地中）
リスク」が多い

・事前調査（ボーリング調
査等）を追加しては

・事前調査の追加には
限界がある

・早い段階から事業リス
クを評価しては

取組みの方向性

リスク評価の精度向上に係る意見交換（令和3年度第2回会議）における命題

・当初事業費は、どこまで正確に出せるのか

・当初事業費が正確に見込めないのであれば判断が難しい



【参考】大規模事業リスク管理会議※において、基準を整理する事業（リスク）について
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具体的な取組み
①～④で検討

［どういう事業］ ［想定されるリスク] ［どこで］

（大規模事業） （洗い出したリスク） （客観的評価の場）

■整備前の意思決定に伴うもの ………………… 建設事業評価有識者会議など
・施設の必要性、規模、仕様の判断

・官民等の役割分担・契約リスク

■整備時に顕在化するもの ……………………… 大規模事業リスク管理会議

(1)  地質・地盤（地中）リスク

（土壌汚染、地中障害物等）

(2) 用地取得リスク

(3) 物価高騰リスク

(4)  財源確保（国費等）リスク

＜その他＞既存の基準に準じて適切に管理
・天災（地震、台風等）による被害

・周辺環境（近隣対応／騒音振動／日照阻害等）

・法定手続きや設計ミスなど

■整備後の（3セクの）事業経営に伴うもの … 経営評価の場（未定）

・対象事業活動を将来にわたって安定的かつ継続的 （注：なにわ筋線を整備運営する「関高鉄」は

に行うことができる財政基盤が確保されているか 現在、外郭団体に指定していない）

注）想定されるリスクはインフラ、
ハコモノで概ね共通しており、個々
の事業で判断していくことが必要

イ ン フ ラ

・阪急連立
・淀川左岸線（2期）
・夢洲土地造成
・なにわ筋線（3セク）

ハ コ モ ノ

・万博会場建設

［注］
ハコモノ整備は、ほとんど
が市費負担100億円以下

※大規模リスク管理会議では、本市財政に重大な負担を生じさせないという観点から、
市費負担の増加につながる整備時のリスクについて取り扱う



３．具体的な取組み<案>の内容
［リスクを把握・管理する基準］⑩地質リスク（事前調査）に係る考え方を整理

【課題】
〇事業（リスク）毎に、リスクを把握・管理する基準（標準的な考え方）がない

①地質・地盤（地中）リスク（事前調査）に係る考え方
【課題解決の方向性】

○国の基準等※１に準じて、事業進捗に応じた必要十分な調査を実施する
○専門技術者の参画等※２により地質・地盤（地中）リスクを的確に評価する

※１国の基準の例
・設計要領＜道路編＞（Ｒ4.４）（参考 次ページ）
・土木工事における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン（Ｒ2.3）

※２現状の体制・組織において必要な能力・機能が不足することが想定される場合、事業の内部・外部から必要な
能力・知識を持つ者を参画させることや、一部の機能を外部に委託する等、体制・組織の補完を考えること

［理由］

・大規模事業は、概ね国庫補助事業となる

・国では、豊富な事業実績をもとに多くの技術分野の専門家が参加した検討が行われており、技術的な知見が高い

②用地取得リスクに係る考え方

【課題解決の方向性】
〇事業の進行管理の適正化を図る観点から、国の通知に準じて作成している基準を公表する

［理由］・地権者の協力・理解が必要であり、大阪市だけでコントロール（管理）できるリスクではない

・国では、事業の進行管理の適正化を図る観点から、用地取得の進捗状況等を公表するとともに、土地収用手続き

への移行ルールについて、住民に趣旨の理解を得るよう努めている
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２．リスクを把握・管理する基準 【具体的な取組み<案>】
［リスクを把握・管理する基準の整理］①地質・地盤（地中）リスク（事前調査）に係る考え方

②用地取得リスクに係る考え方
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表 設計対象物ごとの調査の目的 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「設計要領（道路編）［令和 4年 4月国土交通省北陸地方整備局］」を市政改革室で一部加工 

(1) 軟弱地盤上の盛土  

３) 調査頻度および調査深度 

１． 地層確認のボーリングは、道路センターで実施することとし、

箇所数は下記を標準とする。  

(1)軟弱層の分布が想定される 

200～500ｍ以下の短区間は最低２～３箇所とし、 

500ｍ以上の長区間は路線延長 200～500ｍ毎に１箇所とする。  

 

(1)軟弱地盤上の盛土  

３） 調査頻度および調査深度 
 
１． 地層確認のボーリングは、問題のある箇所で予備調査を   

補完するように道路センターおよび計画法尻付近で実施する。   

なお、箇所数は下記を標準とする。  

(1)道路縦断方向で軟弱層厚の変化が大きい箇所や 

予備調査で問題となった箇所では、道路センターにおいて 

路線延長方向に 100ｍ程度に１箇所とする。  

(2)予備調査で問題となった箇所や盛土高の高い橋台背面部等では、

道路横断方向（両法尻付近）で各１箇所とする。 

 

※ 太枠内が本編の範囲 

【基本設計段階】 

【詳細設計段階】 

【施工段階】 

 本資料に記載なし 

 

＜別紙＞ 【参考】設計要領（道路編）[令和4年4月国土交通省北陸地方整備局]（市政改革室で一部加工）

工事着手



２．リスクを把握・管理する基準 【具体的な取組み<案>】
［リスクを把握・管理する基準の整理］③物価高騰リスクに係る考え方

④財源確保（国費等）リスクに係る考え方

【課題】
〇事業（リスク）毎に、リスクを把握・管理する基準（標準的な考え方）がない（再掲）

③物価高騰リスクに係る考え方

【課題解決の方向性】

〇物価高騰の将来見込みについて、市として統一の基準(数値)は定めないが、
事業ごとに、事業費及び物価高騰リスクをどう見込んだか、算定条件をリスク管理会議で明示する

[理由]・物価高騰リスクは、大阪市でコントロール（管理）できるリスクではない

・事業費算定時の物価動向や補助を行う省庁（局）によって異なる考え方があるため

④財源（国費等）確保リスクに係る考え方

【課題解決の方向性】
〇国費が不足した際の対応について、市として統一の基準は定めないが、
国費額に応じた事業執行の調整や補正予算の要望などの対策について事業ごとに整理しリスク管理を行う

[理由]・国費等の財源確保リスクは、大阪市でコントロール（管理）できるリスクではない

・個別の事業の緊急性や進捗状況に応じた対応とするため
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